
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　キャビンと、このキャビンを移動させるキャビン移動手段と、作業アタッチメントとを
備えた作業機械において、上記アタッチメントの位置を検出するアタッチメント位置検出
手段と、上記キャビンの位置を検出するキャビン位置検出手段と、干渉防止手段とを具備
し、

干渉防止手段は
　

上記アタッチメント位置検出手 よっ
て検出される作業アタッチメン 位置に基づいてこれらが干渉するおそれのある

制限領域を設定し
　

作業アタッチメントが 制限領域に到達したときに干渉が生じる作
業アタッチメントの動作及びキャビンの移動を制限す
　 うに構成されたことを特徴とする作業機械。
【請求項２】
　

れたことを特徴とする 作業機械。
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上記キャビン移動手段として、回動運動によりキャビンを前後移動させながら上下移
動させる四節リンク機構が設けられ、上記キャビン位置検出手段は、キャビンが最も後退
する上限及び下限位置とキャビンがこの上・下限位置よりも前方に進出する中間位置とを
検出し、上記 、

（Ａ）　上記キャビン位置検出手段によって検出されるキャビン位置を上・下限位置と
中間位置の二つに分けて、このキャビン位置と、 段に

トの 二種類
の 、

（Ｂ）　検出されるキャビン位置に応じて制限領域をこの二種類のうちから選択し、
　（Ｃ）　 、選択された

る
よ

キャビン位置検出手段として、上限位置検出手段と下限位置検出手段を兼ねる一つの位
置センサが設けら 請求項１記載の



【請求項３】
　

に設けられたことを特徴とする請求項 記載の
作業機械。
【請求項４】
　

れたことを特徴とする請求項 また
は 記載の作業機械。
【請求項５】
　

れたことを特徴
とする請求項 記載の作業機械。
【請求項６】
　

に設けられたことを特徴とする請求項 記載の作業機
械。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は移動式キャビンを備え、このキャビンと作業アタッチメントの干渉を防止する
ように構成された作業機械に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
　従来、作業状況に応じてキャビンを上下もしくは前後またはその双方に移動させる作業
機械は公知である（たとえば特許文献１参照）。また、このキャビン移動式の作業機械に
おいて、キャビンと作業アタッチメントの干渉を防止する技術も種々提案されている（た
とえば特許文献２参照）。
【０００３】
　これら公知の干渉防止技術においては、作業アタッチメントの位置を検出し、作業アタ
ッチメントがキャビンと干渉するおそれのある制限領域に到達したときに、干渉が生じる
アタッチメントの動作（たとえば油圧ショベルにおけるブーム起こし動作、アーム引き動
作）を禁止する構成としている。
【０００４】
【特許文献１】
　　　　特開平１０－８８６１８号公報
【特許文献２】
　　　　特開２００１－６４９９２号公報
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
　ところが、公知の干渉防止技術によると、いずれも作業アタッチメントの動作のみを制
限する構成であるため、同アタッチメントが制限領域にある状態で、アタッチメントの動
作を禁止しても、キャビンをアタッチメント側に移動させる（とくにキャビンが前後方向
に移動するものにおいてキャビンを前方に移動させる）と、キャビンがアタッチメントに
衝突する可能性があり、干渉防止の点でなお不十分であった。
【０００６】
　そこで本発明は、キャビン移動式の作業機械において作業アタッチメントとキャビンの
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キャビン位置検出手段として、キャビンの上限位置を検出する上限位置センサと、同下
限位置を検出する下限位置センサとが別々 １

位置センサとして、四節リンク機構を構成する一対のリンクの回動運動に伴うリンク間
隔の変化によって作動するリミットスイッチが設けら ２

３

下部走行体上に搭載された上部構造体にキャビンと作業アタッチメントが取付けられ、
上記作業アタッチメントは起伏自在なブームと、キャビンに接近する引き動作及びキャビ
ンから離間する押し動作を行う状態でブームに回動可能に取付けられたアームと、このア
ームに取付けられた作業具とを備え、干渉防止手段は、作業アタッチメントが選択された
制限領域に到達したときに上記ブームの起こし動作及び上記アームの引き動作、並びに同
アタッチメントに接近する方向にキャビンの移動を制限するように構成さ

１乃至４のいずれか１項に

干渉防止手段による作業アタッチメントの動作制限を解除する制限解除スイッチがブー
ム操作レバー及びアーム操作レバー ５



干渉を確実に防止できるようにするものである。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
　請求項１の発明は、キャビンと、このキャビンを移動させるキャビン移動手段と、作業
アタッチメントとを備えた作業機械において、上記アタッチメントの位置を検出するアタ
ッチメント位置検出手段と、上記キャビンの位置を検出するキャビン位置検出手段と、干
渉防止手段とを具備し、

干渉防止手段は
　

上記アタッチメント位置検出手 よっ
て検出される作業アタッチメン 位置に基づいてこれらが干渉するおそれのある

制限領域を設定し
　

作業アタッチメントが 制限領域に到達したときに干渉が生じる作
業アタッチメントの動作及びキャビンの移動を制限す
　 うに構成されたものである。
【０００８】
　請求項２の発明は、請求項１の構成において、

れたものである。
【０００９】
　請求項３の発明は、請求項 の構成において、

に設けられたものである。
【００１０】
　請求項４の発明は、請求項２または３の構成において、

れたものである。
【００１１】
　請求項５の発明は、請求項 の構成において、

れたものである。
【００１２】
　請求項６の発明は、請求項 の構成において、

に設け
られたものである。
【００１３】
　上記構成によると、作業アタッチメントがキャビンと干渉するおそれのある制限領域に
到達した状態で、作業アタッチメントの危険側動作（請求項 ではブーム起こし、ア
ーム引き両動作）だけでなく、干渉が生じるもう一つの原因であるキャビンの移動も制限
するため、作業アタッチメントとキャビンの干渉を確実に防止することができる。
【００１４】
　 節リンク機構によってキャビンを上下移動させながら前後移動させる作業
機械において、干渉発生の可能性の高いキャビンの前方移動を制限することにより、干渉
防止機能を拡充させ、安全性を一層高めることができる。
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上記キャビン移動手段として、回動運動によりキャビンを前後移
動させながら上下移動させる四節リンク機構が設けられ、上記キャビン位置検出手段は、
キャビンが最も後退する上限及び下限位置とキャビンがこの上・下限位置よりも前方に進
出する中間位置とを検出し、上記 、

（Ａ）　上記キャビン位置検出手段によって検出されるキャビン位置を上・下限位置と
中間位置の二つに分けて、このキャビン位置と、 段に

トの 二種類
の 、

（Ｂ）　検出されるキャビン位置に応じて制限領域をこの二種類のうちから選択し、
　（Ｃ）　 、選択された

る
よ

キャビン位置検出手段として、上限位置
検出手段と下限位置検出手段を兼ねる一つの位置センサが設けら

１ キャビン位置検出手段として、キャビン
の上限位置を検出する上限位置センサと、同下限位置を検出する下限位置センサとが別々

位置センサとして、四節リンク
機構を構成する一対のリンクの回動運動に伴うリンク間隔の変化によって作動するリミッ
トスイッチが設けら

１乃至４のいずれか 下部走行体上に搭載さ
れた上部構造体にキャビンと作業アタッチメントが取付けられ、上記作業アタッチメント
は起伏自在なブームと、キャビンに接近する引き動作及びキャビンから離間する押し動作
を行う状態でブームに回動可能に取付けられたアームと、このアームに取付けられた作業
具とを備え、干渉防止手段は、作業アタッチメントが選択された制限領域に到達したとき
に上記ブームの起こし動作及び上記アームの引き動作、並びに同アタッチメントに接近す
る方向にキャビンの移動を制限するように構成さ

５ 干渉防止手段による作業アタッチメント
の動作制限を解除する制限解除スイッチがブーム操作レバー及びアーム操作レバー

５ ,６

この場合、四



【００１５】
　 ャビンの位置を上・下限位置とそれ以外の位置（中間位置）とに分けて二種
類のみの制限領域を設定するため、この制限領域の設定が容易で干渉防止手段の構成が簡
単となり、コストが安くてすむ。
【００１６】
　加えて、請求項 ではキャビンの上限位置と下限位置を一つの位置センサで検出し、請
求項 ではこの位置センサとしてリミットスイッチを用いるため、センサコストが安く、
キャビン位置検出手段を安価に構成することができる
【００１７】
【発明の実施の形態】
　 下の実施形態では、廃材等の運搬、積み込みを行う作業機械を適用対象として例にと
っている。
【００１８】
　図１において、１はクローラ式の下部走行体で、この下部走行体１上に上部旋回体２が
縦軸まわりに旋回自在に搭載され、この上部旋回体２にキャビン３及び作業アタッチメン
ト４、それに図示しないパワーユニットその他が設けられている。
【００１９】
　作業アタッチメント４は、起伏自在なブーム５と、このブーム５の先端に水平軸まわり
に回動可能に取付けられて押し、引き両動作を行うアーム６と、このアーム６の先端に取
付けられた開閉式の作業具７と、図示しないブーム起伏用、アーム作動用、作業具開閉用
の各アクチュエータ（通常は油圧シリンダ）から成り、ブーム起伏、アーム回動、作業具
開閉の各動作によって廃材の運搬、積み込み等の荷役作業を行う。
【００２０】
　キャビン３は、キャビン移動手段としての四節リンク機構（ここではその代表例として
平行リンク機構を示す）８により、上下移動しながら前後移動して、図１実線の下限位置
（基本位置）と、同二点鎖線の上限位置、それに破線で一例を示す中間各位置の間で移動
する。
【００２１】
　四節リンク機構８は、図２に示すように、キャビン下限位置で前側（キャビン上限位置
で後側）となる第１リンク９と、同後側（同前側）となる第２リンク１０を備え、この両
リンク９，１０の一端が、上部旋回体２に設けられた支持フレーム１１に、他端がキャビ
ン３のデッキフレーム１２にそれぞれ水平軸まわりに回動可能に取付けられている。
【００２２】
　この四節リンク機構８は、図示しない駆動源（たとえば油圧シリンダ）の駆動力によっ
て上下方向の平行運動を行い、これによりキャビン３が上下移動しながら前後移動する。
【００２３】
　また、同機構８にはキャビン位置検出手段としてのリミットスイッチ１３が設けられて
いる。
【００２４】
　このリミットスイッチ１３は、両リンク９，１０の一方に取付けられ、キャビン３の下
限及び上限両位置で両リンク９，１０の間隔が最小となることにより、接触子が他方のリ
ンクに接触してオン（オフでもよい）となる。
【００２５】
　このリミットスイッチ１３の動作信号は図３に示すコントローラ１４に入力され、この
コントローラ１４においてキャビン３が下限位置または上限位置にあると判断される。
【００２６】
　また、コントローラ１４には、ブーム５の角度を検出するブーム角度センサ１５、及び
アーム６の角度を検出するアーム角度センサ１６からの角度信号が入力され、これら角度
信号に基づいて作業アタッチメント４の位置（具体的にはキャビン３と直接干渉する作業
具７の位置）が割り出される。

10

20

30

40

50

(4) JP 3898111 B2 2007.3.28

しかも、キ

２
４

。

以



【００２７】
　さらに、キャビン３内において、運転席を挟んで左右両側に分けて配置された図示しな
いブーム用、アーム用両操作レバーの上端部（グリップ）に制限解除スイッチ１７，１７
が設けられ、同スイッチ１７，１７の操作信号もコントローラ１４に入力される。
【００２８】
　図３において、１８はブーム用コントロールバルブにおけるブーム起こし側のパイロッ
トラインに設けられたブーム動作制限用電磁弁のソレノイド、１９はアーム用コントロー
ルバルブにおけるアーム引き側のパイロットラインに設けられたアーム動作制限用電磁弁
のソレノイドで、コントローラ１４からの信号に基づいてこれらソレノイド１８，１９が
通電されることにより、作業具７がキャビン３に接近する動作であるブーム起こし動作及
びアーム引き動作が自動停止（禁止）される。
【００２９】
　コントローラ１４の作用を含む干渉防止作用を、図４のフローチャートを併用して説明
する。
【００３０】
　制御開始とともにブーム角度、アーム角度、キャビン位置がそれぞれ検出される（ステ
ップＳ１，Ｓ２，Ｓ３）。
【００３１】
　コントローラ１４には、予めキャビン上限及び下限両位置での制限領域（図１のイ）と
、この上、下限両位置間の全位置である中間位置での制限領域（同ロ）の二通りの制限領
域が予め設定され、ステップＳ４で、検出されたキャビン位置に応じて制限領域がこの二
種類のうちから選択され設定される。
【００３２】
　次に、ステップＳ５，Ｓ６において、検出されたブーム角度及びアーム角度からアタッ
チメント位置が割り出されるとともに、アタッチメント４（作業具７）が、設定された制
限領域イまたはロに到達したか否か、及び危険側の動作であるブーム５の起こし動作また
はアーム６の引き動作の操作が行われたか否かが判断される。
【００３３】
　ここで、干渉のおそれありと判定されると（ステップＳ６でＹＥＳ）、ステップＳ７で
制限解除スイッチ１７，１７の少なくとも一方が操作されたか否かが判断され、制限解除
操作が無ければ、干渉防止処理として、アーム引き制限信号の出力（ステップＳ８）、ブ
ーム起こし制限信号の出力（ステップＳ９）が行われる。
【００３４】
　また、ステップＳ１０でキャビン移動制限信号、すなわち、四節リンク機構８の駆動源
の動作を停止させる信号が出力され、キャビン３の移動が禁止される。
【００３５】
　これにより、キャビン３が下限位置または上限位置にあり、かつ、アタッチメント４が
制限領域に到達した状態で、ブーム５及びアーム６の危険側動作だけでなく、キャビン３
が中間位置、つまり作業アタッチメント４に向かって前方移動することも同時に禁止され
るため、アタッチメント４とキャビン３の干渉が確実に防止される。
【００３６】
　なお、このフローによると、キャビン３が中間位置にあるときでも、ステップＳ６でＹ
ＥＳとなるとキャビン３の移動（上昇または下降）が禁止されるが、これによる実害はな
い。但し、上記のようにキャビン３が下限位置または上限位置にある状態でのみキャビン
３の移動を制限するように構成してもよい。
【００３７】
　一方、ステップＳ７でＹＥＳの場合（制限解除操作された場合）はステップＳ８～Ｓ１
０の制御は行われない。従って、オペレータの判断に基づき、作業アタッチメント４が制
限領域内にあっても実際にキャビン３と干渉しない範囲で作業アタッチメント４を操作す
ることが可能となる。
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【００３８】
　この場合、制限解除スイッチ１７が、ブーム用及びアーム用両操作レバーに設けられて
いるため、複合操作時のように片手が他のレバー操作で塞がっているときでも空いた片手
で制限解除操作を行うことができる
【００３９】
　 の実施形態
　（１）第１実施形態の変形例として、キャビン３の下限位置と上限位置とに分けて別々
に制限領域を設定する場合等には、この下限、上限両位置を別々のリミットスイッチで検
出するようにしてもよい。
【００４０】
　また、リミットスイッチに代えて近接スイッチや光センサ等、同様の機能を有する他の
センサを用いてもよい。
【００４１】
　（２ 記実施形態では、作業アタッチメント４が制限領域に到達した状態でその危険
側動作を禁止する構成としたが、制限領域の外側に減速領域を設定し、この減速領域でア
タッチメント動作を減速させるように構成してもよい
【００４２】
　 た、本発明は上記実施形態で例示した荷役機械に限らず、油圧ショベルや深穴掘削機
、杭打ち機、解体機等、作業アタッチメントを有するとともにキャビンが移動可能に構成
され、アタッチメントとキャビンが干渉するおそれのある作業機械全般に適用することが
できる。
【００４３】
【発明の効果】
　上記のように本発明によると、作業アタッチメントがキャビンとが干渉するおそれのあ
る制限領域に到達した状態で、作業アタッチメントの危険側動作だけでなく、干渉が生じ
るもう一つの原因であるキャビンの移動をも制限するため、作業アタッチメントキャビン
の干渉を確実に防止することができる。
【００４４】
　 節リンク機構によってキャビンを上下移動させながら前後移動させる作業
機械において、干渉発生の可能性の高いキャビンの前方移動を制限することにより、干渉
防止機能を拡充させ、安全性を一層高めることができる。
【００４５】
　 ャビンの位置を上・下限位置とそれ以外の位置（中間位置）とに分けて二種
類のみの制限領域を設定するため、この制限領域の設定が容易で干渉防止手段の構成が簡
単となり、コストが安くてすむ。
【００４６】
　加えて、請求項 の発明ではキャビンの上限位置と下限位置を一つの位置センサで検出
し、請求項 の発明ではこの位置センサとしてリミットスイッチを用いるため、センサコ
ストが安く、キャビン位置検出手段を安価に構成することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の第１実施形態にかかる作業機械全体の概略側面図である。
【図２】　同実施形態におけるキャビン移動機構の拡大側面図である。
【図３】　同制御系の構成を示す図である。
【図４】　制御系の作用を説明するためのフローチャートである。
【符号の説明】
　１　作業機械の下部走行体
　２　同上部旋回体（上部構造体）
　３　キャビン
　４　作業アタッチメント
　５　作業アタッチメントを構成するブーム
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　６　同アーム
　７　同作業具
　８　キャビン移動手段としての四節リンク機構
　９，１０　同機構を構成するリンク
　１３　キャビン位置検出手段としてキャビンの上・下限位置を検出するリミットスイッ
チ
　１５　作業アタッチメント位置検出手段としてブームの角度を検出するブーム角度セン
サ
　１６　同アーム角度センサ
　１７，１７　制限解除スイッチ
　１４，２１　干渉防止手段を構成するコントローラ
　１８，１９　干渉防止手段の一部としてアタッチメントの動作を制限するためのソレノ
イ
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